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第１章 総則

１ 趣旨 

横浜市駐車場条例（昭和 38 年 10 月横浜市条例第 33 号。以下「駐車場条例」といいます。）

は、駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）第 20 条の規定に基づき、路上駐車の解消や道路交通

の円滑化を目的として、建築主が一定の要件を満たす建築物を新築し、増築し、又は用途変更す

る場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車場における台数、規模、構造等を定めて

います。

この解説書は、駐車場条例、横浜市駐車場条例施行規則（平成４年３月横浜市規則第 28 号。

以下「施行規則」といいます。）及び横浜市駐車場条例取扱基準（平成７年６月都駐第 32 号。以

下「取扱基準」といいます。）について解説したものです。

２ 用語の定義

この解説書において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 附置義務

横浜市域内で一定の要件を満たす建築物を新築し、増築し、又は用途変更する場合に、駐車

場条例に基づき駐車場の設置を義務付けるもの

(2) 駐車場

自動車（自動二輪車を含む）の駐車のための施設（※）

(3) 乗用車

おおむね幅 2.3ｍ×奥行５ｍの駐車ますに収まる二輪車を除く自動車

(4) 自動二輪車

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪

車（いずれも側車付きのものを除きます。）

(5) 機械式駐車場

特殊の装置を用いる駐車場で、駐車場法施行令（昭和 32 年政令第 340 号）第 15 条の規定

により、大臣認定を受けたもの 

（※）電気自動車充電設備を整備し、駐車の用に供する部分で利用できるようにする場合であっ

ても、当該部分を附置義務駐車場として扱います。 

なお、この際、電気自動車以外の自動車の利用を完全に排除しない場合（例えば、電気自

動車を優先する部分とする）であっても同様に扱います。
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※ 駐車場は、乗用車、荷さばき車及び自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせる

ことができるものとしなければなりません。 

道路 
道路 

２以上の道路に接する場合、

駐車場の出入口は、なるべく

交通量の少ない道路側に設けて

ください。【取扱基準第８条】
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車路の幅員については、18 ページ参照 
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◎ 設 置 で き る 配 置 例

× 設 置 で き な い 配 置 例 

自走式の駐車場については、駐車中の他の自動車を移動することなく、敷地内で駐車及び出

庫のための移動、待機、転回等ができるようにしてください。 

また、駐車ますの面積の合計が 50 ㎡以上の敷地では、車路の設置が必要となります（駐車

ますから道路に直接出入りする構造（串刺し駐車）にはできません）。 

ℓ’：必要な車路幅員未満の幅員

（串刺し駐車となるため不可）
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